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新・生物多様性国家戦略の主要テーマ別の主な施策の動き

１．重要地域の保全と生態的ネットワーク形成

（重要地域の保全）

・自然公園法改正（生物多様性の確保の責務、利用調整地区制度、指定動物制度等）( )H14

→利用調整地区の第１号指定に向け作業中( )H18

→国立・国定公園において９種の指定動物指定( )H18

・国立公園の拡張（約８千 、利尻礼文サロベツ国立公園に隣接する湿原地域約３千 等）ha ha

H18.3 ha・国指定鳥獣保護区の指定 和白干潟 蕪栗沼等１２箇所指定し６６箇所( )に 約４万（ 、 、

増加）

・国有林野の保護林設定（３０箇所設定し８５１箇所( )に、約１３万 増加）H18.3 ha

（生態的ネットワークの形成）

・農林水産省、国土交通省及び環境省が連携し、生態的ネットワーク形成のための調査実施

( )H16,H17

・国土形成計画の検討（ エコロジカル・ネットワークの形成を積極的に実現していくことが「

必要 （国土審議会・専門委員会中間取りまとめ ）」 ）H18.6

・国有林野における緑の回廊の設定（９箇所設定し２２箇所( )に、約１３万 増加）H18.3 ha

２．里地里山の保全と持続可能な利用

・自然公園法改正（風景地保護協定等）( )H14

→第１号の協定締結（阿蘇）( )H16

・市民の参画を得た森林整備等に対する助成 協定による 等の里山林等の整備を実施 林、 （NPO

野庁）( ～)H15

・文化財保護法改正( )、文化的景観保護推進事業等による農林水産業に関連する文化的景H16

観の保護( ～)H16

→重要文化的景観指定（近江八幡 （一関本寺）( )） H18

・里地里山保全・再生モデル事業による地域の体制づくり（環境省）( ～)H16

・田園自然環境保全整備事業等により水田魚道、ビオトープなど生態系等に配慮した事業を支

援（農林水産省）( ～)H16

・都市緑地保全法を都市緑地法に改正( )、緑地環境総合支援事業により都市公園及び都市H16

緑地保全事業等の一体的な実施を支援( ～)H16

・埼玉県のくぬぎ山( )等において自然再生協議会設立H16
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３．湿原・干潟等湿地の保全

・釧路湿原( )等において自然再生協議会設立H15

・自然環境保全基礎調査において干潟藻場における生物相の調査を実施( ～)H14

・国指定鳥獣保護区の指定（再掲 、ラムサール条約湿地を登録（２２箇所登録し３３箇所）

( )に）H18.3

・ウミガメ産卵地を国立・国定公園の車馬乗入れ規制地区に指定（６地区追加し１５地区

( )に）H18.7

４．自然の再生・修復

・自然再生推進法制定( )H14

→自然再生基本方針決定( )、自然再生推進会議及び自然再生専門家会議を開催( ～)H15 H15

・自然再生協議会、全国１８箇所で設立( ～ )。１０００人以上の多様な主体が参画H15 H18

・関係各省（補助事業含む）が１５５箇所( )で自然再生の調査・事業を実施H17.3

・ 魚がのぼりやすい川づくりの手引き」をとりまとめ、全国に周知（国土交通省）( )「 H17

５．野生生物の保護管理

（種の絶滅の回避）

・レッドリスト見直し作業を実施( ～)H15

・国内希少野生動植物種の指定（１６種追加し７３種( )に）H18.3

・生息地等保護区の指定（２地区追加し９地区( )に）H18.3

・保護増殖事業計画の策定（１７種策定し３８種( )に）H18.8

・日本産トキの最後の個体が死亡( )。日中共同トキ保護計画が決定( )され、繁殖個体H15 H15

の野生復帰に向けた取組を実施( ～)H16

・コウノトリの試験放鳥を実施（兵庫県）( )H17

（猛禽類保護への対応）

・総合的な保護指針の策定に向けた調査等（イヌワシ、クマタカ、オオタカ）( ～)H15

・人工衛星の利用による渡り経路等の調査（サシバ、ハチクマ）( ～)H15

・人工林の帯状伐採による採餌空間確保等の取組（林野庁）( ～)H16

（海棲動物の保護と管理）

・鳥獣保護法改正（アザラシ類、ジュゴンを法の対象に）( )H14

・生息状況等に関する調査（アザラシ類、ジュゴン）( ～)H15

・ モニタリングサイト１０００」により試行調査（海鳥、ウミガメ類）( ～)「 H16

・ウミガメ産卵地を国立・国定公園の車馬乗入れ規制地区に指定（再掲）
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（野生鳥獣の科学的・計画的な個体群管理システムの確立）

・鳥獣保護法改正（捕獲鳥獣の放置禁止等）( ) （狩猟免許区分見直し、鳥獣保護区におH14 、

ける保全事業制度等）( )H18

・カワウ保護管理計画技術マニュアル策定( )H16

・特定鳥獣保護管理計画の策定（４８計画策定し７９計画( )に）H18.3

（移入種（外来種）問題への対応）

・外来生物法制定( )H16

→特定外来生物被害防止基本方針決定( )H16

→特定外来生物を８０種類指定( )H17,H18

→防除の指針を作成・公表（オオクチバス、コクチバス、ブルーギル）( )H17

・防除モデル事業を実施（アライグマ、オオクチバス等）( )H16

・飼いネコを対象としたモデル事業実施（やんばる地域：マイクロチップ）( )H16

・動物愛護管理法改正（外来生物を含む危険動物の管理の徹底等）( )H17

・自然公園法施行令等改正（国立・国定公園の特別保護地区等における動植物の放出規制）

( )H17

６．自然環境データの整備

（生態学、分類学を中心とした基礎的研究や、関連する応用的研究の推進）

・国立環境研究所が中心となり世界分類学イニシアティブ( )の取組を通じて分類学情報をGTI

公開(～ )H16

（自然環境保全基礎調査の質的転換）

・ モニタリングサイト１０００」開始（現在６１８サイト設定）( ～)「 H15

・ 分の１の植生図について作成継続（全国の１２％で作成し３２％( )に）25,000 H18.3

・自然環境保全基礎調査において干潟藻場における生物相の調査を実施( ～)（再掲）H14

・環境省、国土交通省、農林水産省が実施している自然環境調査データの相互利用について技

術的可能性を確認( )H16,H17

（情報の共有と公開）

・生物多様性に関する情報交換の仕組み（クリアリングハウスメカニズム( )）専用のサCHM

イトを開設( )H16

７．効果的な保全手法等

（効果的保全のための様々な手法の活用、環境アセスメントの充実）

・戦略的環境アセスメントについて東京都（ )等で制度化。H14

・レッドリスト見直し作業を実施( ～)（再掲）H15
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・環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律制定( )H15

・ 農林水産環境政策の基本方針」決定（農林水産省）( ) 「国土交通省環境行動計画」策「 、H15

定（国土交通省 （ ）） H16

（国際的取組）

・カルタヘナ議定書締結( )H15

（ ）・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 カルタヘナ法

制定( )H15

・ 日インドネシア違法伐採対策協力共同発表及び行動計画」への署名等２国間協力による木「

材生産国への支援( )や政府調達の対象を合法性等が証明された木材とする取組( )H15 H18

・地球規模生物多様性情報機構( )の国内データベース拠点を大学共同利用機関法人情報GBIF

・システム研究機構国立遺伝学研究所に設置( ～)H16

・国際サンゴ礁イニシアティブ( )の事務局をパラオ共和国と共同で運営( ～)ICRI H17.7

・アメリカ、ロシア、オーストラリア、中国及び韓国との間で二国間渡り鳥等保護条約等に基

づく会議を実施

・第Ⅱ期アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略に基づき、シギ・チドリ類、ツル類及びガン

カモ類の渡りルート上の重要生息地ネットワーク活動を推進

・インドネシア「グヌンハリムンサラク国立公園管理計画」技術協力プロジェクト等の各種プ

ロジェクトや自然環境保全に関する各種研修を実施
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